
 

 

デジタル監視法案(デジタル改革関連６法案)に強く反対する 
法律家・法律家団体の緊急声明 

2021 年３月 17日 デジタル監視法案に反対する法律家ネットワーク 

１．はじめに  

 政府は、デジタルデータの活用が不可欠であるなどとして、デジタル改革関連６法案を２月９日に

閣議決定し、今国会での早急な成立を目指している。 

 関連法案は、内閣総理大臣を長とする強力な総合調整機能（勧告権等）を有するデジタル庁を設置

し、個人情報関係３法を一本化し、地方公共団体の個人情報保護制度も統一化した上で、デジタル庁

が市民の多様な個人情報を取得して一元管理し、その利活用を図ることなどを定めるが、個人のプラ

イバシー権（憲法 13 条）保護の規定を欠き、政府と警察による徹底した市民監視を可能とする、「デ

ジタル監視法案」というべき危険な法案である。 

 私たち法律家・法律家団体は、個人のプライバシー権を保障し、国家による市民監視を許さない立

場から、以下に述べるとおり、デジタル改革関連 6法案（以下「デジタル監視法案」という。）の成立

に強く反対する。 

 

２．憲法１３条のプライバシー権に対する重大な脅威であること 

(1) 分散管理から一元管理となることの危険性 

 従来、各省庁、独立行政法人、及び地方自治体が、データを分散管理することにより、個人情報の

保護を図ってきたが、デジタル監視法案は、これらの規制を取り払い、デジタル庁に、すべてのデジ

タル情報を集中して、マイナンバーと紐づけて一元管理することを目指している。しかし、デジタル

庁に集積される個人情報は膨大な量であり、その中には、例えば、地方公共団体の保有する医療、教

育、福祉、所得、税に関するデリケートな情報も大量に含まれている。ひとたび、これらが流出、漏

洩、悪用された場合の被害の範囲と大きさは分散管理のときとは比較にならない。行政の外部委託化

により、集約された膨大な個人情報を民間企業が取り扱う機会も増えており、外部流出等の危険性は

高い。システムが統一化されることにより、外部からのサイバー攻撃を受けた際に被る被害も甚大な

ものとなる。デジタル監視法案は、これらのリスクの増大に見合う対策が何ら講じられていない欠陥

がある。 

 

(2) 個人の同意なく情報が利活用される危険性 

 個人情報の利活用を図るためには、データ主体の権利保護が大前提であり、それが、EU一般データ

保護規則（GDPR）をはじめとする国際標準である。しかし、デジタル監視法案は、データ主体の個人

の権利保護規定が致命的に欠けており、運用が始まれば個人のプライバシー権が侵害される危険が極

めて高い。とりわけ問題は、デジタル庁に集められた膨大な個人情報が、権利主体の同意なく、企業

や外国政府を含む第三者に提供され、目的外使用に供される危険である。整備法案では、個人情報保

護法の 69 条として、既存の行政機関個人情報保護法 8 条と同様の例外規定をおくが、第三者提供が

厳格に制限される保証はない。「所掌事務の遂行に必要」、「相当な理由」があるなどの理由により、個

人の同意原則が骨抜きにされる怖れが極めて大きい。この怖れは、デジタル監視法案の目的が第一義

的に、「我が国の国際競争力の強化」に置かれているとおり、経済界の強い要請に基づく個人情報保護

規制の撤廃による国際競争力の強化に置かれていることからも裏付けられる。 

 

３．政府・警察による監視国家の推進 

 デジタル監視法案のもとでは、各省庁と地方自治体の情報システムが、すべて共通仕様化され、デ

ジタル庁に一元管理される。さらに、マイナンバーによって、健康情報、税金情報、金融情報、運転



 

 

免許情報、前科前歴情報などが、紐づけされて一覧性の高い形での利用できるようになるのである。

これは、市民のセンシティブ情報を含むあらゆる情報を政府が、「合法的に」一望監視できる国家、す

なわち監視国家の体制整備を意味する。とりわけ内閣総理大臣を長とするデジタル庁は、内閣情報調

査室と密接な関係を持ち、そうなれば、デジタル庁が集約した情報は、官邸・内閣情報調査室を介し

て警察庁・各都道府県警察と共有されることになる。個人の私生活が丸ごと常時、政府と一体となっ

た警察によってデジタル監視されるような社会は、民主主義社会とは言えない。 

 

４．地方自治の本旨に反すること 

 デジタル監視法案は、これまでの分権的な個人情報保護システムの在り方を根本から転換し、国に

よる統一的な規制を行うとするものである。このような制度は、各公共団体において、住民との合意

のもとで構築してきた独自の個人情報保護の在り方を破壊し、公共団体による先進的な個人情報保護

制度の構築を後退させるものになりかねない。自治体において収集した個人情報をどのように管理す

るかは、自治事務の一環であり、国がこれを一方的に支配・統合することは、地方自治の本旨（憲法

92 条）に反するというべきである。 

 

５．結論 

 デジタル監視法案は、上記以外にも、そもそも誰のためのデジタル化推進かという立法事実の議論

をはじめ、転職時における使用者間での労働者の特定個人情報の提供を可能とする、国家資格をマイ

ナンバーに紐づけて管理するなど、極めて問題が多い法案である。慎重にも慎重な審議が必要である。

デジタル監視法案に反対する法律家ネットワークは、本年２月２５日に法案の修正撤回を求める意見

書を発表しているが、特に、個人情報保護の徹底とプライバシー権侵害の危険の払しょく及び警察権

力の規制をはじめ監視国家化防止策が徹底されない限り、デジタル監視法案は、廃案にすべきである。 

 

 

デジタル関連法案 国民には“害”しかない（抜粋）   2021/03/20 赤旗より 

企業利益にデータ活用・個人情報漏えいの恐れ・地方自治への介入招く・低下する住民サービス 

 

 菅義偉首相肝いりのデジタル関連法案の問題点が早くも浮き彫りになっています。財界の求める個

人データの「利活用」推進を優先し、住民サービスの低下や地方自治への介入、個人情報保護体制の

後退などを招く内容です。 

 

●対面サービス後退 

 菅首相は行政のデジタル化で「住民サービスの向上を徹底していく」と述べてきました。しかし、

デジタル申請のみとした持続化給付金などでは支援を受けられない事業者が多数生まれました。自治

体を含め、デジタル化を口実に窓口を減らしたり、紙の手続きを取りやめ、対面サービスを後退させ

る事例が相次いでいます。 

 日本共産党の塩川鉄也議員が9日の衆院本会議で、手続きの簡便化にデジタル化を生かすとともに、

住民の多面的な行政ニーズに応える対面サービスを拡充し、住民の選択肢を増やしてこそ利便性の向

上につながるのではないかと迫ったのに対して、菅首相は「デジタル化による効率化で真に必要な窓

口業務等に職員を振り向ける」などと述べました。 

 その一方、総務省幹部はデジタル化で「無人窓口も実現可能なのではないか」（『月刊地方自治』昨

年 8 月号）と主張。基本法案は、自治体に対しても行政サービスのデジタル化施策を「責務」とする

など 2019 年成立のデジタル手続き法より踏み込んだ内容となっています。 

 



 

 

●独自施策を抑える 

 基本法案では、国と自治体の「情報システムの共同化・集約の推進」を掲げ、国が整備するガバメ

ントクラウド（別項）を全省庁だけでなく、全国の自治体にも使わせようとしています。これは、自

治体の業務内容を国のシステムに合わせていく問題を引き起こし、地方自治を侵害する恐れがありま

す。 

 現に複数自治体が共同で使っている「自治体クラウド」を利用している富山県上市町では、町議の

「3 人目の子どもの国保税免除、65 歳以上の重度障害者の医療費窓口負担免除」との提案に対し、町

長が「自治体クラウドを採用しており、町独自のシステムのカスタマイズ（仕様変更）はできない」

と答弁しています。 

 滋賀県湖南市では、市議会で市長が、事務については無理にカスタマイズするよりは簡素化を図っ

て業務を減らしていくことも大事だと答弁。同県甲賀市でも、市当局が、自治体クラウドの標準パッ

ケージからのカスタマイズは、大きなコストが発生すると受け入れませんでした。 

 衆院内閣委員会で平井卓也デジタル改革担当相は、「自治体の政策判断を制約するものではない」

と答弁していますが、政府は昨年「カスタマイズを無くすことが重要」とした方針を閣議決定してお

り、カスタマイズを抑えた自治体に助成金を出す仕組みまでつくっています。 


